
令和３～５年度の 65 歳以上の方の保険料 
 

 
注１ 「老齢福祉年金」とは、明治 44年 4月 1日以前に生まれた方で、一定の所得がない方や他の年金を受給できない方に支給される年金です。 
注２ 世帯は当該年度の 4月 1日時点での住民登録で判断します。 

（年度途中で 65 歳に到達、又は市外から転入された方は、到達又は転入日時点となります。） 
注３ 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与

所得が含まれる場合、給与所得（給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額）
については、10 万円を控除した額（ただし、控除後の合計額が 0円を下回る場合は０円）とします。 

注４ 「合計所得金額」とは、合計所得金額から、長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得又は年金の雑所得
が含まれている場合、それらの合計額から、10万円を控除した額（ただし、控除後の合計額が 0円を下回る場合は０円）とします。 

注５ 「月額換算」は、年額保険料を 12 か月で割った額です。納付月毎に納める金額とは納期数により異なります。 
※ 1 月から 3月に 65歳に到達又は市外から転入された方の合計所得金額と年金収入額は、前々年のものとなります。 

段階 対象となる方 算定方法 
保険料（円） 

年 額 月額換算（注５） 

第１段階 

① 老齢福祉年金受給者（注１） 
② 中国残留邦人等の方々のための支援給付対象者 
③ 生活保護受給者 
①～③のいずれかに該当し、世帯全員が市町村民税非課税の方（注２） 

基準額×0.3 18,720 1,560 

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金
収入金額とその他の合計所得金額（注３）の合計が 

80 万円以下の方 

第２段階 
80 万円を超え 
120 万円以下の方 

基準額×0.5 31,200 2,600 

第３段階 120 万円を超える方 基準額×0.7 43,680 3,640 

第４段階 世帯員に市町村民税課税者がいて、本人が市町村民税非
課税で、本人の前年の公的年金収入金額とその他の合計
所得金額（注３）の合計が 

80 万円以下の方 基準額×0.85 53,040 4,420 

第５段階 80 万円を超える方 基準額 62,400 5,200 

第６段階 

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額（注４）が  

120 万円未満の方 基準額×1.2 74,880 6,240 

第７段階 
120 万円以上 
210 万円未満の方 

基準額×1.3 81,120 6,760 

第８段階 
210 万以上 
320 万円未満の方 

基準額×1.5 93,600 7,800 

第９段階 
320 万円以上 
500 万円未満の方 

基準額×1.65 102,960 8,580 

第 10 段階 500 万円以上の方 基準額×1.8 112,320 9,360 


